
 

 

公有財産台帳の登録誤り 

 

 

対象受検機関 検出事項 監査の結果 措置の内容 

 
此花警察署 
警察本部総務部 
施設課 

 

    
１ 春日出交番に設置され、公有財産台帳に駐車場として登録

されている工作物は、一般的にカーポートと呼ばれるもので
ある。 
平成23年度からの新公会計制度運用開始に合わせ、公有財

産台帳管理システム（以下「システム」という。）に登録す
る際、その用途を「その他（雑工作物）」とすべきところ、

「露天式立体駐車場」としたため、誤った耐用年数を適用し
て減価償却を行うこととなった。 
このため、本来であれば減価償却が継続中のところ、早期

に減価償却を終えたことから減価償却累計額が過大となり、

財務諸表のうち貸借対照表上の工作物の計上額が正確なも
のとなっていなかった。 

 
 

【是正を求めるもの】 
異なる用途でシステム登録したことで、誤った耐用年

数が適用され、貸借対照表が正確なものとなっていなか
ったのは問題である。 
警察本部施設課においては、本件以外に他の警察署で

同様の事案がないか確認するとともに、システムへの修
正登録を行い、貸借対照表に反映させるなど必要な措置

を講じられたい。 
工作物（植栽桝）については、調査の上所有状況等を

明らかにされたい。 
調査の結果、大阪府の所有であることが判明した場合

は、警察本部施設課においては、システムへの登録を行
うなど必要な措置を講じられたい。 

 

 
１ 春日出交番の駐車場については、システ
ムに登録する際に、その用途を「その他（雑
工作物）」とすべきところ、「露天式立体駐車
場」としていたため、平成27年３月６日に修
正登録を行い、同月19日に報告済みである。 

  なお、本部施設課において、本件以外に

他の警察署で同様の事案がないかシステム
を用いて調査し、誤りが発見されたものにつ
いては、平成28年４月９日に修正登録を行っ
たものである。 

 

【工作物情報】 

財産名称 駐車場 

取得年月日 昭和47年10月23日 

当初取得価格 74,000円 

 
【システムへの登録】 

 用途 
耐用年数 

（耐用月数） 
減価償却 
累計額（注） 

期末残高 
（注） 

正 
その他 
（雑工作物） 

45年 
（540ケ月） 

68,586円 5,414円 

誤 
露天式 
立体駐車場 

15年 
（180ケ月） 

73,999円 １円 

  （注）平成26年３月末時点 

【大阪府公有財産規則】 
（公有財産台帳） 
第15条 （略） 
２ 部局長等は、その所管する公有財産について、知
事が別に定めるところにより公有財産台帳を備え
なければならない。 

 
【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（台帳の登録単位） 
第３条 前条に規定する財産の台帳登録にあたって
は、施設単位で作成するものとし、その施設を構成
している土地、建物、工作物などについて、次の各
号に掲げる単位ごとに登録を行う。 

 (1)・(2) （略） 
(3) 工作物 

それぞれの種目を一の単位とする。 
（台帳等の管理） 
第７条 （略） 

２ 部局長等は、システムを用いて、所管する財産の
取得登録、異動登録、及び閉鎖登録を行い、所管財
産の台帳を管理するものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 春日出交番を現地調査したところ、借り入れている
交番敷地内に公有財産台帳に登録されていない工作物
（植栽桝）があった。 

 
 
 

 
２ 春日出交番は昭和47年10月に建設された
交番であるが、植栽桝については建設時の設
計図面等には登載がなく、平成４年に掲示板
が新設された際に既に設置されていたこと
は当時の写真により確認できたが、その間に
設置されたという記録等は一切残っておら
ず、調査は不可能であり、設置時期及び状況
は不明である。 

  しかし、設置状況、材質、設置方法、そ

して、長年に渡って交番用地内に設置されて
いたことを総合的に勘案すると、本件植栽桝
が大阪府所有であることの蓋然性が高いた
め、適正な管理を行うためにも、府有財産と
した上、平成27年12月18日、システムへの登
録を行ったものである。 

 
（財産の耐用年数） 
第15条 財産の耐用年数は、以下によるものとする。 
(1) 耐用年数は、別表３「耐用年数表」に定めるものと

する。 
 
（減価償却） 
第16条 財務部長は、償却資産について、財産ごとに前条に
規定する耐用年数と、次の各号に掲げる備忘価額に基づ

き、定額法により減価償却額を算定する。 
(1) 建物、工作物、動産   １円 

別表３ 耐用年数表 
３－１ 工作物（事業用資産）耐用年数一覧表 

施設名 構造種別（主体構造） 

種目 用途 金属造（鋼鉄製） 

雑工作物 
露天式立体駐車場 15 

その他 45 

 
【大阪府財務諸表作成基準】 
（資産の価額） 
第13条 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として取

得原価とする。（以下略） 
２ 固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び
減損損失累計額を控除した価額とする。 


